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総務委員会会議録（要点筆記） 

 

                                            

令和７年２月２７日（木） 

                                                   午後１時４０分  開会 

○國弘秀之委員長 

ただいまから総務委員会を開会します。議事を行います。 

議案第２号「令和６年度半田市一般会計補正予算第９号中当委員会に分割付託された案

件」を議題とします。当局の補足説明を求めます。 

【補足説明】（当 局 説 明） 

〇杉浦郁夫秘書課長 

  補足説明はありません。 

〇中村省吾企画課長 

 ２款総務費 １項総務管理費 ６目企画費 の 18,275千円の減額は、ふるさと納税に関

する事務費の減です。本市のふるさと納税については、地場産品基準の厳格化や生活用品

中心の返礼品人気の影響も受けるなか、登録事業者数や返礼品の新規開拓、プロカメラマ

ンの撮影による写真の魅せ方の工夫、イベント出展でのＰＲなど、地道な取組の結果、目

標額の１億円には及びませんでしたが、令和６年度の寄附額は 98,529千円を見込んでいま

す。０２企画調整事務費 ０２ふるさと納税事務については、寄附見込み額に伴い、各項

目を減額するもので、１１節役務費につきましては、ふるさと納税の郵便振替での払込手

数料を２千円減額するものです。１２節委託料 ふるさと納税業務委託料につきましては、

寄附見込額に応じて、ふるさと納税サイト事業者への委託料を 14,261千円減額するもので

す。１３節使用料及び賃借料 ソフトウェア使用料は、ふるさと納税サイトのシステム利

用料であり、4,012 千円を減額、以上、合計で 18,275 千円を減額するものです。続きまし

て歳入ですが、１８款寄附金 １項寄附金 １目総務管理費寄附金の企画費寄附金につき

ましては、ふるさと納税に係る事務費分として、寄附見込額の 50％を計上しており、寄附

見込額の減少に伴い 14,576千円を減額するものです。８９ふるさと納税事務費負担金につ

きましては、半田病院への寄附のうち、事務費相当分を負担金として歳入するもので、半

田病院への寄附が当初の見込額より減少したため、7,456千円を減額するものです。 

〇渡辺富之市民協働課長 

  補足説明はありません。 

〇榊原正彦財政課長 

２款総務費 １項総務管理費 ５目財産管理費 ２４節積立金 ５０財政調整基金積立

金６億 9,244 万４千円の増額は、本補正予算で生じた一般財源を、後年度に控えた半田病

院の解体費用約 20億円を見据え、本来の財政調整基金の目安額 50億円に、この 20億円を

加えた 70億円相当を当面の目標として、積み増すものです。なお、財政調整基金の残高に

ついては、令和５年度末の確定値は 62億 7,573万７千円で、本補正後の令和６年度末は 69

億 1,475万円の見込みです。 

〇門田和博税務課長 

  補足説明はありません。 

〇出口久浩防災監 

  ８款消防費 １項消防費 ５目災害対策費 １７節備品購入費 災害対策用備品 81,279 

千円の追加は昨年末に内閣府が、避難所の生活環境の抜本的な改善をはじめ、災害にも対

応できる地方公共団体の先進的な取組に対し、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」を

創設し緊急的に支援することとなりました。 本市はこの交付金を積極的に活用し、自己循

環型仮設トイレ 1 基 40,590 千円、小中学校の体育館に設置されるエアコンを災害時に稼
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働するための LP ガスとガソリンで 使える発電機１校あたり２基を 18 校分 36 基 

36,432 千円、避難所 42か所のうち、未だはそりが配備されていない９か所に、はそり９ 基 

4,257 千円、総事業費 81,279 千円で市内避難所の環境整備を実施するものです。 なお、

総事業費 81,279 千円のうち 40,000 千円は新たな国の交付金を活用するとともに、対象

事業は令和 6 年度内に予算化した事業を対象となるため、今回の補正にて対応するもので

す。１５款国庫支出金 ２項国庫補助金 ６目消防費国庫補助金 １節消防費補助金 04 新

しい地方経済・生活環境創生交付金 40,000 千円は、先ほど歳出で説明した災害対策用備

品購入費 81,279 千円に対する国庫補助金です。次に、第２表繰越明許費補正の追加で８

款総務費 １項消防費 防災広場整備事業 2,145 千円は防災倉庫の建設に合わせフォーク

リフトを購入する予定でしたが、製造元の仕様変更により受注停止となり年度内の予算執

行が困難となったことから繰越したいとするものです。次に、８款総務費 １項消防費 災

害対策資機材等整備更新事業 81,279 千円は、先ほど説明した３月補正事業であり、年度

内の予算執行が困難であるため繰越したいとするものです。 

〇國弘秀之委員長 

  補足説明は終わりました。ただ今から質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

〇渡邉昭司委員 

  自己循環型仮設トイレの利活用方法はどうようですか。また、コミュニティ環境整備助

成事業の減額により事業に影響はありませんでしたか。 

〇出口久浩防災監 

  従来型の災害用トイレは汚物を処理する際に流す水も汚物として処分しなければならず、

すぐに容量が満杯になるため使い勝手が悪いものであることから、導入を見合わせており

ました。この度導入するトイレは、浄化槽が備え付けられており、汚物と水を分離して処

理する循環式構造であり、1 回の汲み取りで 4,000 回まで利用可能な先進的なものである

ため購入することとしました。平時もイベントなどで活用することを考えています。 

〇渡辺富之市民協働課長 

  コミュニティ環境整備助成事業の減額につきましては、申請していた２自治区の内１自

治区が不採択となったものです。申請内容は地域のコミュニティ用のテントを９張購入す

るための費用に充てるためのものでした。不採択になったため、９張を一度に購入するこ

とはできませんが、順次地域の自主財源で購入することになりました。 

〇山田清一委員 

  購入するトイレの配備場所はどこですか。また、自治区など地域でも利用することはで

きますか。 

〇出口久浩防災監 

  トイレの配備場所は、防災ひろばを考えています。また、まず市主催の事業で利用して

いきますが、利用頻度が少なければ地域のイベントでの利用も考えていきます。 

〇山田清一委員 

  購入する発電機の災害時以外で利用することは考えていますか。 

〇出口久浩防災監 

  学校の体育館に設置を予定しているエアコンを災害時に利用するためのものですが、夏

のイベントなどでエアコンをスポットクーラーのようにして使うときに利用できないか試

みていきます。 

〇山本裕介副委員長 

  ふるさと納税サイトの利用状況は、どのようですか。 

〇中村省吾企画課長 

  楽天のサイトの利用が多いです。 

〇新美保博委員 
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  国の補助金 40,000千円を活用してトイレを購入するとのことですが、元々トイレを購入

する計画はありましたか。 

〇出口久浩防災監 

  今回の補助金の交付対象となる先進的な取組を調べるなかで、本市の避難所の環境改善

を図るために、購入することとしました。 

〇國弘秀之委員長 

  ほかに、ご質疑ありませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

ないようですので、これで質疑を終わります。お諮りします。 

ただ今から討論を省略して、採決に入ります。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

ご異議なしと認めます。ただ今から採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

異議なしと認めます。 

     よって、議案第２号「令和６年度半田市一般会計補正予算第９号中当委員会に分割付託さ

れた案件」は、原案のとおり可決しました。 

つづきまして、議案第４号「令和６年度半田市モーターボート競走事業特別会計補正予

算第１号」を議題とします。当局の補足説明を求めます。 

【補足説明】（当 局 説 明） 

〇榊原正彦財政課長 

  １款１項１目 事業収入 4,750 万円の追加は、１節競艇事業収入で、令和６年９月常滑

市議会において、常滑市モーターボート競走事業会計の令和５年度決算の剰余金処分につ

いて常滑市、半田市への追加操出金が確定し、剰余金 39 億円は、常滑市へ 38 億円、半田

市へ 4,750万円繰出すこととなり、令和６年 12月に本会計で収入したものです。 

〇國弘秀之委員長 

  補足説明は終わりました。ただ今から質疑を行います。 

  ご質疑ありませんか。 

〇渡邉昭司委員 

 令和５年度常滑市モーターボート競走事業会計の剰余金処分の決定に伴い、半田市モー

ターボート競走事業特別会計へ繰り出されたものなどを財源に、一般会計に繰り出すもの

とのことですが、基金に積み立てる考えはありませんでしたか。 

〇榊原正彦財政課長 

従来どおり、一般会計に繰り出すこととしました。 

〇國弘秀之委員長 

  ほかに、ご質疑ありませんか。 

 【 「なし」との声あり 】 

ないようですので、これで質疑を終わります。お諮りします。 

ただ今から討論を省略して、採決に入ります。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

ご異議なしと認めます。ただ今から採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

異議なしと認めます。 

     よって、議案第４号「令和６年度半田市モーターボート競走事業特別会計補正予算第１

号」は、原案のとおり可決しました。 
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つづきまして、議案第８号「令和６年度半田市立半田病院事業会計補正予算第３号」を

議題とします。当局の補足説明を求めます。 

【補足説明】（当 局 説 明） 

〇榊原崇病院管理課長 

   補足説明はありません。 

〇國弘秀之委員長 

   補足説明は終わりました。ただ今から質疑を行います。 

   ご質疑ありませんか。 

 【 「なし」との声あり 】 

ないようですので、これで質疑を終わります。お諮りします。 

ただ今から討論を省略して、採決に入ります。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

ご異議なしと認めます。ただ今から採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

【「異議なし」との声あり】 

異議なしと認めます。 

     よって、議案第８号「令和６年度半田市立半田病院事業会計補正予算第３号」は、原案

のとおり可決しました。 

以上で、当委員会に付託されました議案は、審査を終了しました。なお、委員長報告は、

正副委員長にご一任いただきたいと考えますが、よろしいでしょうか。 

        【「異議なし」との声あり】 

ありがとうございました。 

それでは、次にその他を議題とします。副市長から当初予算案に関して、発言の申し出

がありましたので、許可します。 

〇山本卓美副市長 

４月の臨時会に議案上程させていただく予定の地方独立行政法人知多半島総合医療機構

の中期計画の案を根拠として、令和７年度の一般会計予算において当該法人への負担金を

計上していることについて疑義が生じたとのことですので、ご説明します。令和７年度の

一般会計予算において地方独立行政法人知多半島総合医療機構への負担金として約 15億円

を計上していますが、これは総務省の繰出基準に基づき積算され、この機構の中期計画案

に計上されているものです。総務委員会の新年度予算審査においては、中期計画案を丁寧

にご説明させていただくなかで、負担金の妥当性をご審議いただきたいとするものです。

ただ、予算執行を伴う中期計画案を負担金と同時計上することが原則という考えもありま

すが、中期計画は４月１日に設立される地方独立行政法人の理事会が承認して、同日の市

議会でご議決をいただくというタイムスケジュールになっています。同時計上するために、

新年度予算においては負担金相当額を財政調整基金に積んでおいて、４月１日に財政調整

基金を財源に負担金の補正予算と中期計画を同時計上するということも可能ではあります

が、約 15 億円もの負担金が必要になることは明らかです。令和７年度の当初予算に約 15

億円の予算を計上しないことのほうが、当初予算の妥当性や信ぴょう性が損なわれるもの

と判断しまして、中期計画の議案上程前ですが、負担金を予算計上しました。負担金の予

算の議決後に、中期計画案が変更になりましたら、必ず４月１日の中期計画案の上程時に

負担金の補正予算も併せて計上することをお約束するなかで、ご審議をお願いしたとする

ものです。 

〇新美保博委員 

中期計画が理事会承認の前の案の状態で予算を審査することは適切ではないと思います。 

〇坂元照幸病院事務局長 
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  議案になる前であるため、中期計画を案と言いましたが、この中期計画は地方独立行政

法人の理事に内定する方が作成したものです。４月１日に上程される中期計画と相違ない

見込みです。負担金について、総務委員会で中期計画との関係を丁寧に説明しますので、

ご理解をお願いします。 

○國弘秀之委員長 

しばらく休憩します。 

午後２時３５分休憩 

                            午後２時４０分再開 

○國弘秀之委員長 

休憩をとき、委員会を再開します。 

〇渡邉昭司委員 

会派のなかでもいろいろ議論がありましたが、副市長から説明がありましたので、その

ことを会派のなかで説明したいと思います。また、考え方も説明がありましたので、新年

度予算審査のなかで確認したいと思います。 

○國弘秀之委員長 

この件で他に何かありましたらお願いいたします。 

       【 「なし」 との声あり 】 

 ないようですので、この件はこれで終了します。 

次に、新年度予算等の審査順について、行います。 

   総務委員会は従来、１日目に、企画部、総務部などの所管分の審査を行い、病院所管分

の審査については、医療職に来ていただくため日程を確定させて２日目に行ってきました。

つきましては、今年度の新年度予算等の審査の日程について協議したいと思います。しば

らく休憩します。 

午後２時４１分休憩 

                            午後２時４３分再開 

○國弘秀之委員長 

休憩をとき、委員会を再開します。休憩中にいただきましたご意見に基づき、３月１０

日（月）９時３０分からは、全員協議会室にて、総務委員会の所管となる全ての部署、企

画部、総務部、病院、会計課、監査委員事務局及び議会事務局を行い、１０日の未了分は

１３日（木）の午前９時３０分から行います。閉会中の調査事項に係る総務委員会につき

ましては、１０日で予算審査が終了していれば、１３日（木）の午前９時３０分から開催

します。１０日で予算審査が終了していなかったら、予算審査終了後に行います。なお、

予算審査の進捗状況により、開催日時を予算審査の予備日である３月１８日（火）に変更

させていただくこともありますので、ご承知おきください。２１日（金）の午後１時から

は、総括質疑を行う予定です。採決はすべて総括質疑の際に行います。以上の日程で進め

てまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。その他で、何かありましたらお願い

します。 

     【 「なし」 との声あり 】 

ないようですので、これにて総務委員会を閉会します。 

 

                                         

午後２時４５分 閉会 

 


